
「教員養成セミナー」訂正表 

以下のような誤りがありました。お詫びして訂正

いたします。 

 

●2018 年 9 月号 

P1 目次に以下の項目が抜けておりました。 

・P66 スイスイ分かる 「新学習指導要領」スーパ

ーガイド 第６回 

 

P1 目次に以下のような誤りがありました。 

（誤）12 ヵ月月でマスター 弱点克服！ 専門教

養レベルアップ講座 →（正）13 ステップで完全

マスター 合格をつかむ！ 専門教養レベルアッ

プ講座 

（誤）ブックインブック 12 ヵ月完成 教職・一

般教養トレーニング合格 PASSPORT →（正）13ヵ

月完成 教職・一般教養トレーニングブック 

 

 

●2018 年 11 月号 

P81 「弱点克服！専門教養レベルアップ講座」 

「小学校外国語活動・外国語」２(1)の解答＆解説 

（誤）What’s the date today ? →（正）What day 

is it today ? 

 

巻末冊子「教職・一般教養トレーニング トレーニ

ングブック」 

P28 長文読解 (２) 

（誤）下線部⒝が指し示すものと一致しないもの

を２つ選べ。→（正）下線部⒝が指し示すものと一

致しないものを１つ選べ。 

 

（誤）③やがてコンピューターが理性を有するよ

うになることは明らかなので，ＡＩの社会的重要

性はますます高まる。→（正）削除 

 

●2019 年３月号 

P7 下 いじめの態様を示したグラフの中の吹き出

しに以下のような誤りがありました。 

（誤）いじめの定義は「心身の苦悩」を感じる行為

ということとあわせて押さえる！→（正）いじめの

定義は「心身の苦痛」を感じる行為ということとあ

わせて押さえる！ 

 

P9 下 小見出し 

（誤）小中学校では「精神」，高校では「生命」に

関わる「重大事態」が多い→（正）小中高ともに「精

神」に関わる重大事態が多い 

 

P29 小見出し「見つけた場合は，直ちに通告する

義務がある」の下に掲載している児童虐待防止法

「児童虐待に係る通告」の条に以下の誤りがあり

ました。 

（誤）児童虐待防止法第５条 →（正）児童虐待防

止法第６条 

 

 

●2019 年６月号別冊 

P19  問５ 及び P32 問 10 ，P78 問 24 の

選択肢に重複がありました（同じ選択肢が２つ）。

正答の選択には影響はありません。 

 

P90 問 39 の図，B の位置に吊り下げられるおも

りの個数に誤りがありました。 

（誤）４つ → （正）２つ 

 

P92 問 38 の解答式に誤りがありました。 

（誤）V=!
"
× 𝜋 × 32 × 4 = 12 

（正）V=!
"
× 𝜋 × 3* × 4 = 12 

 

P79  問 32（3）分数の分子に誤りがありました。 

（誤）
+

√"-√*
− +

√"/√*
  → （正）

+
√"-√*

− *
√"/√*

  



 

ブックインブック P2 問 11 漢字の誤りがあり

ました。 

（誤）適性 → 正）適切 

 

 

●2019 年７月 

P11 問題番号９の④の解答 

・（誤）自律 → （正）自立 

P13 問題番号 14の解答 

・（誤）ケルンシュタイナー→（正）ケルシェンシ

ュタイナー 

P25 問題番号６の出典法規 

・（誤）日本国憲法第 26条第１項→（正）教育基本

法第 10条第１項 

P66 「2019 年夏実施試験 直前情報 自治体に聞

く！ 求める教師像」の茨城県の記述に誤りがあ

りました。 

・（誤）茨城市 → （正）茨城県 

・【求める教師像】（誤）５ 子どもが好きで，子ど

もとともに考え，子どもの気持ちを理解できる教

師 → （正）５ 心身ともに健康で，明るく積極

的な教師 

 

 

●2019 年８月 

P60 2020 年度（2019 年夏実施）65 都道府県市全

国実施内容一覧 

・宮城県・仙台市の筆記試験「一般」 

 （誤）― → （正）● 

・岡山市の筆記試験「一般」 

 （誤）― → （正）● 

 

P74 １トピック 15分 教職教養スグ効くドリル 

・児童生徒に関する法規 Q７ 

（誤）「当該調査に係るいじめを受けた児童

等及びその保護者に対し，当該調査に係る

重大事態の事実関係等その他の必要な情報

を適切に提供するものとする」とされてい

る。いじめ防止対策推進法第 28 条第２項を

参照。 
（正）学校の設置者又はその設置する学校

は，いじめの重大事態に係る事実関係を明

らかにするための調査を行ったときは，調

査結果の公表は個人情報保護のため，関係

機関の間にとどめるものとする。 

 


